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・子どもや子育て支援に関する施策の主な実施主体である市町との連携を一層強化す

るとともに、県民、事業者及びこれらの者が組織する団体の理解と協力を得ながら相

互に密接に連携し、一体となってこの計画の着実な推進を図ります。�

�

・子どもや子育て支援に関する取組など必要な情報が子育て世帯等に届くよう、ＳＮ

Ｓ＊をはじめ様々な媒体を活用した情報発信や県の施策・事業等を説明する機会の創

出に取り組みます。�

�

（（４４））庁庁内内のの推推進進体体制制��

・子育て支援・少子化対策については、教育・保育や母子保健など各分野にわたる広�

範な施策が含まれることから、効果的かつ着実に施策を推進するため、関係部局間の

緊密な連携を図ります。�

�

・子育て支援・少子化対策に関係する施策の策定・実施・評価に当たっては、個々の�

施策の目的等に応じ、適切に子どもや子どもを養育する者その他の関係者の意見を

反映させるために必要な措置を講じ、子どもの最善の利益を実現します。�

�

２� 計画の点検・評価�
本計画を着実に推進するため、毎年度、計画の進捗状況の点検、評価を行い、実効性

のある施策展開を図ります。�

�

・計画の実効性を確保する観点から、年次報告書の作成・公表や数値目標の進行管理�

等を通じ、毎年度、計画の進捗状況の点検・評価を行います。�

�

・こうした点検・評価の結果を踏まえ、計画を達成する上での課題等について、「山口

県子育て文化審議会」等において、関係者の意見を聴きながら、計画達成に向けた適

切な対応を図ります。�
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第６章� 計画の推進�
 
� 「「みみんんななでで子子育育てて応応援援山山口口県県」」のの実実現現にに向向けけたた施施策策のの着着実実なな推推進進をを図図るるたためめ、、市市

町町ををははじじめめ、、県県民民、、事事業業者者、、関関係係団団体体等等とと相相互互にに連連携携・・協協力力すするるととととももにに、、毎毎年年度度、、

計計画画のの進進捗捗状状況況をを点点検検しし、、適適切切なな進進行行管管理理をを行行いいまますす。。��

１� 計画の推進体制�
（（１１））県県民民のの役役割割��

・すべての県民が、子どもの育ちの質に直接的・間接的に関係していることや、子ど�

もの幸福の実現がすべての人々のウェルビーイング＊の向上につながることを踏ま

え、子どもの最善の利益を第一に考えて、子育て支援・少子化対策の推進に自ら努め

るとともに、県の施策に協力することが求められます。�

�

・父母その他の保護者は、子育ての第一義的責任を有するとの認識の下、家庭で子ど�

もに生活習慣を身に付けさせて、子どもを健やかに育てるよう努めることが求めら

れます。�

�

・様々な場における親同士の交流や地域のネットワークづくり等を通じ、地域全体で

子育てを支え合うことが大切です。�

�

（（２２））事事業業者者のの役役割割��

・仕事と子育ての両立に向け、労働時間の短縮や休暇制度の充実等、必要な雇用環境�

を整備するための「一般事業主行動計画＊」を策定・実施するとともに、「やまぐち

子育て連盟＊」の取組等を踏まえ、「やまぐち“とも×いく”応援企業登録制度＊」や

「やまぐち子育て応援パスポート制度＊」、「こどもや子育てにやさしい休み方改革」

等への積極的な参加に努め、社会全体で子育てを応援する気運を高めることに大き

な役割を果たすことが期待されます。�

�

・子育てしやすい職場づくりのために、子育てを支援する制度の活用が妨げられるこ

とのないよう、労働者の相互理解の更なる促進に配慮するとともに、子育てを支援す

る制度の積極的な活用に向けた取組を推進することが必要です。�

�

（（３３））国国、、市市町町及及びび県県民民等等ととのの連連携携等等��

・子育て支援・少子化対策は、国の制度等と密接に関連していることから、今後の国の

動向に十分留意しながら、この計画の期間中に県が実施する施策に、国の対策を反映

させていきます。また、国に対して制度の創設・改善、施策や財源措置の充実等につ

いて、必要な働きかけを行います。�

�

�
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